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金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その

上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します！

銀行員は
これだけ

やるべき！ 相続相続相談＆手続きの勘所

担当者として
どこまで
できる？

来
の
相
続
税
を
減
ら
し
た
い
な

ら
、
生
前
贈
与
を
進
め
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
贈
与
税
率
は
相

続
税
率
よ
り
も
高
く
設
定
さ
れ
て
い
ま

す
（
図
表
１
）。
生
前
贈
与
を
奨
励
し

て
し
ま
う
と
、
相
続
税
で
課
税
さ
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

た
だ
し
贈
与
税
に
は
、
多
額
の
贈
与

を
行
え
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。
今
回
紹

介
す
る
３
つ
の
特
例
は
生
前
贈
与
加
算

の
対
象
外
で
、
相
続
税
対
策
と
し
て
も

即
効
性
が
あ
り
ま
す
。
生
前
贈
与
加
算

と
は
、
相
続
人
が
被
相
続
人
か
ら
死
亡

前
３
年
以
内
に
受
け
た
贈
与
財
産
を
相

続
税
の
課
税
対
象
と
す
る
規
定
で
す
。

婚
姻
期
間
20
年
の
配
偶
者
か
ら
の
居
住

用
不
動
産
贈
与

　

婚
姻
期
間
が
20
年
以
上
の
夫
婦
間
で

「
居
住
用
不
動
産
」
ま
た
は
「
居
住
用

不
動
産
を
取
得
す
る
た
め
の
金
銭
」
の

贈
与
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
贈

与
の
翌
年
3
月
15
日
ま
で
に
贈
与
を
受

将

け
取
得
し
た
居
住
用
不
動
産
に
居
住
し

そ
の
後
も
引
き
続
き
住
む
見
込
み
で
あ

る
と
き
は
、
贈
与
財
産
の
価
格
か
ら
基

礎
控
除
１
１
０
万
円
の
ほ
か
に
最
高
２

０
０
０
万
円
ま
で
控
除
で
き
ま
す
。
た

だ
し
こ
の
配
偶
者
控
除
は
同
じ
配
偶
者

か
ら
の
贈
与
に
つ
い
て
は
一
生
に
１
度

し
か
適
用
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

省
エ
ネ
住
宅
な
ら
１
０
０
０
万
円 

ま
で
贈
与
税
が
非
課
税
に

直
系
尊
属
か
ら
の
住
宅
取
得
資
金
贈
与

　

令
和
4
年
1
月
1
日
か
ら
令
和
5
年

12
月
31
日
ま
で
に
、
父
母
や
祖
父
母
な

ど
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
等
の
た
め

の
資
金
の
贈
与
を
受
け
た
受
贈
者
が
、

贈
与
年
の
翌
年
３
月
15
日
ま
で
に
そ
の

住
宅
取
得
等
資
金
を
自
己
の
居
住
用
の

一
定
の
住
宅
用
家
屋
の
新
築
、
取
得
ま

た
は
増
改
築
等
の
対
価
に
充
て
て
取
得

し
、
そ
の
家
屋
に
居
住
す
る
こ
と
ま
た

は
同
日
後
遅
滞
な
く
そ
の
家
屋
に
居
住

す
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
な
ど
一
定
の

要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
贈
与
を
受
け

た
金
銭
の
う
ち
省
エ
ネ
住
宅
で
あ
れ
ば

１
０
０
０
万
円
、
そ
れ
以
外
で
あ
れ
ば

５
０
０
万
円
ま
で
贈
与
税
が
非
課
税
と

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
受
贈
者
は
次
の
要
件
の
す
べ

て
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
贈
与
年
の
1
月
1
日
に
お
い
て
、
18

歳
以
上
で
あ
る

・
贈
与
年
分
の
所
得
税
に
係
る
合
計
所

得
金
額
が
２
０
０
０
万
円
以
下
（
新
築

等
を
す
る
住
宅
用
家
屋
の
床
面
積
が
40

㎡
以
上
50
㎡
未
満
の
場
合
は
１
０
０
０

万
円
以
下
）
で
あ
る

・
平
成
21
年
分
〜
令
和
3
年
分
ま
で
の

贈
与
税
申
告
で
「
住
宅
取
得
等
資
金
の

非
課
税
」
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

・
贈
与
を
受
け
た
と
き
に
日
本
国
内
に

住
所
を
有
し
て
い
る

直
系
尊
属
か
ら
の
教
育
資
金
一
括
贈
与

　

平
成
25
年
4
月
1
日
か
ら
令
和
5
年

将
来
の
相
続
税
対
策
に
向
け
て

贈
与
税
の
特
例
に
つ
い
て

質
問
を
受
け
た
…
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法・税・財の知識を活かす
実践・重要実務

ここまで

　やるべき
！

3
月
31
日
ま
で
に
、
30
歳
未
満
で
あ
る

受
贈
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１

０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限

る
）
が
、
受
贈
者
の
教
育
資
金
（
図
表

２
）
に
充
て
る
た
め
金
融
機
関
等
と
の

教
育
資
金
管
理
契
約
等
に
基
づ
き
、
直

系
尊
属
か
ら
金
銭
の
拠
出
を
受
け
た
場

合
、
そ
の
金
銭
の
う
ち
１
５
０
０
万
円

ま
で
贈
与
税
が
非
課
税
と
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
受
贈
者
が
30
歳
に
達
す
る
な

ど
教
育
資
金
管
理
契
約
等
が
終
了
し
た

場
合
、
原
則
そ
の
贈
与
を
受
け
た
金
銭

か
ら
教
育
資
金
支
出
額
を
控
除
し
た
残

額
に
対
し
、
そ
の
契
約
終
了
時
に
贈
与

が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
贈
与
税
が
か
か

り
ま
す
。

　

ま
た
、
教
育
資
金
管
理
契
約
等
が
終

了
す
る
ま
で
に
贈
与
者
が
死
亡
し
た
場

合
は
、
そ
の
贈
与
を
受
け
た
金
銭
か
ら

教
育
資
金
支
出
額
を
控
除
し
た
残
額
に

対
し
、
贈
与
者
か
ら
相
続
等
に
よ
り
取

得
し
た
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
贈

与
者
の
死
亡
日
に
お
い
て
受
贈
者
が
23

歳
未
満
で
あ
る
場
合
や
学
校
等
に
在
学

し
て
い
る
場
合
な
ど
一
定
の
場
合
に
は

相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
こ
と
と
さ
れ

ま
せ
ん
。

	 相続税対策としての生前贈与について質問を受けた際には、まず贈与税の
税率が高いこと、暦年贈与の非課税枠が 110万円であること、そして相
続人に対する死亡前３年以内の贈与財産は相続税の課税対象を伝えよう

	 ①婚姻期間 20年の夫婦間で行う居住用不動産の贈与、②直系尊属からの
居住用不動産の取得資金の贈与、③直系尊属からの教育資金の一括贈与と
いう条件下では、生前贈与加算が適用されない特例があることを伝えよう

図表１　�相続税と贈与税の�
適用税率の比較

適用
税率 相続税 贈与税

（特例税率※）

法定相続分に
応じた取得金額

基礎控除後
の課税価格

10% 1,000 万円以下 200 万円以下

15% 3,000 万円以下 400 万円以下

20% 5,000 万円以下 600 万円以下

30% 1 億円以下 1,000 万円以下

40% 2 億円以下 1,500 万円以下

45% 3 億円以下 3,000 万円以下

50% 6 億円以下 4,500 万円以下

55% 6 億円超 4,500 万円超

図表２　教育資金の範囲
（１）学校等※に対して直接支払われる金銭
　① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学・

入園試験の検定料など
　② 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など教育に

伴って必要な費用など

（２ ）学校等以外の者に対して直接支払われる金銭で社会通
念上相当と認められるもの

＜役務提供または指導を行う者に直接支払われるもの＞
　③ 学習塾、そろばん等教育に関する役務の提供の対価や

施設の使用料など
　④ 水泳・野球等のスポーツやピアノ等の文化芸術に関す

る活動の指導料など
　⑤ 上記③④で使用する物品の購入に要する金銭
＜物品の販売店等に支払われるもの＞
　⑥ ②に充てるための金銭であって、学生等が支払うべき

ものと学校等が認めたもの
　⑦ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費※�特例税率は、贈与年の 1月 1日で 18 歳以上の

受贈者が直系尊属から贈与により取得した財産
に対して適用される。 ※�学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学、大

学院、専修学校および各種学校、認定こども園または保育所など


